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A24 たばこ；葉巻たばこ；紙巻たばこ；擬

似喫煙具；喫煙具 

注 

このクラスにおいては，下記の用語または表現は以下に示す意

味で用いる： 

―“擬似喫煙具”とは，たばこを燃焼させることなく喫煙を擬

似する装置，例．いわゆる電子たばこ，を意味する。 

―“紙巻たばこ”とは： 

―たばこ（またはたばこ代替物）を直接的に発火して燃やされ

た状態にすることにより人々が喫煙するたばこまたはたばこ

代替物を含む上巻きの小さなチューブを意味する。； 

―広義には製造時に加熱源と結合されてまたは使用者により

加熱源を含む装置に挿入されてたばこ（またはたばこ代替物）

を発火することなく加熱された状態にするたばこまたはたば

こ代替物を含む上巻きの小さなチューブも意味する。この広義

では，紙巻たばこに代わり用語”棒状体”もしばしば用いられ

る。 

A24B 喫煙用たばこまたはかみたばこの製
造あるいは処理；たばこ；かぎたばこ 

サブクラス内の索引 

処理 ....................................... 1/00,3/00 

除骨;裁刻;調湿 ..................... 5/00;7/00;3/00,9/00 

縄たばこ製造機械 ................................ 11/00 

化学的処理 ...................................... 15/00 

たばこ ......................................... 13/00 

1/00 農場におけるたばこ葉の処理 

1/02 ・たばこ葉を処理するための建物に付帯す

る装置，例．乾燥装置を有するもの 

1/04 ・たばこ葉から不純物をふるい分けること，

えり分けること，クリーニングすること

または除去すること 

1/06 ・たばこ葉をひもでつづること 

1/08 ・たばこ葉の吊下げ装置 

1/10 ・たばこ葉の梱包または圧搾 

3/00 工場におけるたばこ葉の処理 

3/02 ・梱包された原料たばこ葉の調湿 

3/04 ・たばこ葉または刻みたばこの調湿または

乾燥（Ａ２４Ｂ３／１２が優先） 

3/06 ・たばこ葉または刻みたばこの解除（Ａ２

４Ｂ３／０７が優先） 

3/07 ・結束たばこ葉の切断または除去；葉柄の

除去 

3/08 ・たばこ葉の葉組 

3/10 ・たばこ葉のローストまたは冷却 

3/12 ・たばこ葉のスチーミング，熟成または加

香 

3/14 ・再生タバコ，例．上巻き材料，シート，

模造葉，棒状物，塊状物，の形成；その

ような製品の形状（光沢をなくすことＡ

２４Ｃ１／４０） 

3/16 ・たばこ葉の分級または整理 

3/18 ・たばこ葉の他の処理，例．膨脹，しわ付

け，クリーニング 

5/00 たばこ葉の除骨；中骨または支骨の処理 

5/02 ・中骨の抜取によるもの 

5/04 ・中骨の切取によるもの 

5/06 ・中骨から葉片の剥離によるもの 

5/08 ・中骨または支骨の太い部分の切除，削り

落しまたは圧展によるもの 

5/10 ・たばこ葉の破砕およびその後の分離によ

るもの 

5/12 ・除骨の補助装置 

5/14 ・たばこ葉または中骨を圧展する機械 

5/16 ・中骨または支骨の他の処理，例．曲げ，

切りきざみ，切り込み（調湿Ａ２４Ｂ３

／０４） 

7/00 たばこ葉の裁刻 

7/02 ・往復運動する刃を有する機械によるもの 

7/04 ・回転する刃を有する機械によるもの 

7/06 ・・２組の連動する円盤刃を有するもの 

7/08 ・・交互に作動する数個の刃を有するもの 

7/10 ・・・供給方向に平行な軸線の刃を有する

もの 

7/12 ・・・供給方向に垂直な軸線の刃を有する

もの 

7/14 ・たばこ葉裁刻装置のための供給または調

整装置 

9/00 たばこ製品，例．葉巻たばこ，紙巻たばこ，

パイプたばこ，の水分量の調整（たばこ製

品の水分量を調整するために喫煙者が使用

する装置Ａ２４Ｆ２５／００） 

11/00 繩たばこ製造機械 

13/00 パイプ用のたばこ，葉巻用のたばこ，例．

葉巻用のたばこの充填物，または紙巻たば

こ；かみたばこ；かぎたばこ（再生たばこ

Ａ２４Ｂ３／１４） 

13/02 ・たばこの薄片または細片 

15/00 たばこの化学的な特徴または処理；たばこ

代替物，例．液状で（Ａ２４Ｂ３／００が

優先）［２００６．０１］ 

15/10 ・たばこ製品またはたばこ代替物の化学的

な特徴［３］ 

15/12 ・・再生たばこ製品のもの［３］ 

15/14 ・・・たばことたばこ以外のものから得ら

れた結合剤とから作られたもの［３］ 

15/16 ・・たばこ代替物のもの［２０２０．０１］ 

15/167 ・・・液または気化可能なもの，例．電子

紙巻たばこのための液状組成物［２０２

０．０１］ 

15/18 ・たばこ製品またはたばこ代替物の処理

［３］ 
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15/20 ・・生化学的処理［３］ 

15/22 ・・電気エネルギーまたは波動エネルギー

または粒子放射線の使用によるもの［３］ 

15/24 ・・抽出によるもの；たばこ抽出物［３］ 

15/26 ・・・抽出用有機溶媒の使用［３］ 

15/28 ・・化学物質によるもの［３］ 

注 

グループＡ２４Ｂ１５／３０～Ａ２４Ｂ１５／４２までにお

いては，ラストプレイス優先ルールが適用される，すなわち各

階層レベルにおいて相反する指示がない限り，最後の適切な箇

所に分類する。［３］ 

15/30 ・・・有機物質によるもの［３］ 

15/32 ・・・・非環式化合物によるもの［３］ 

15/34 ・・・・芳香族６員環以外の炭素環を含有

するもの［３］ 

15/36 ・・・・複素環を含有するもの［３］ 

15/38 ・・・・・異種原子として窒素原子のみを

有するもの［３］ 

15/40 ・・・・・異種原子として酸素原子または

硫黄原子のみを有するもの［３］ 

15/42 ・・・有機および無機物質によるもの［３］ 

 


